
・福岡県中小企業生産性向上支援センター
〒812―0046　福岡市博多区吉塚本町13-50　福岡県吉塚合同庁舎１階
TEL：092―292―8890　FAX：092―292―8688
https://www.f-seisanseikojo.jp/　※支援事例掲載しています
・福岡県商工部中小企業技術振興課　技術支援係
TEL：092―643―3433　FAX：092―643―3436

中小企業基本法第２条第１項に規定する中小企業者並びに中小企業等協同組合法第３条に規定する
組合のうち、福岡県内に本社又は主たる事業所を有するもの。
（県外の施設をのぞく。）

（１）福岡県中小企業生産性向上支援センター（吉塚合同庁舎１階）
　　①　支援内容
　　　　中小企業診断士等が企業の現場に出向き、企業診断を行った上で、課題を明確化します。
　　　　その結果を踏まえ、経験豊富なアドバイザーが現場の実態に合わせて業務プロセスの改善
　　　や自動化による生産性向上の取組みを支援します。
　　　　その際に、中小企業の特性、ニーズに応じたデジタル化支援が進められるよう、センター

にデジタル支援ユニットを設置し、支援体制を強化しています。
　　②　費用
　　　　無料（回数制限なし）

（２）生産性向上に向けた設備投資等の取組みへの補助【中小企業技術振興課】
　　　　アドバイザーの支援を受け、中小企業が行う生産性向上に向けた設備投資等の取組みに対

して補助を行っています。
　　※詳細は、県HPでご確認ください。
　　　　トップページ＞組織から探す＞商工部＞中小企業技術振興課

【中小企業生産性向上支援センターによる支援事例】
　支援企業：食品卸通販企業
　申込動機：通販事業の本格化に向け、業務の流れを構築したい。
　支援内容：受発注や発送などの作業工程を分析し、見える化と改善を支援
　支援結果：バラバラに処理していた受注・配送・出荷・会計システムを統合し、受注から支払まで

一括処理することで従来比10倍の処理を実現
　経営者の声：現状を数値化し、見える化することで改善の効果が良くつかめた。
　※他にも多数の支援事例があります。詳細は支援センターHP（下記URL）をご参照ください。

福岡県中小企業デジタル化・生産性向上支援事業

福岡県中小企業生産性向上支援センターの診断スタッフが企業の現場を診断した後、経験豊富な生産性ア
ドバイザーが、診断結果に基づき、段階に応じた生産性向上の取組みを支援します。
特に、コロナ禍以後の中小企業におけるデジタル化ニーズの高まりを受け、デジタル技術を活用した生産性
向上に向けた支援体制を強化しています。

対象者

内　容

お問い合わせ先

人手不足、コスト削減、デジタル化推進
品質向上等の経営課題を解決したい

・支払日を過ぎても代金を支払ってくれない。
・原材料が高騰しているのに単価引き上げに応じてくれない。
・発注元から棚卸し作業を手伝うよう要請された。
・お客さんからキャンセルされたので部品が必要なくなったと言って返品された。
・長年取引をしていた発注元から突然取引を停止させられた。
・追加工事代金がもらえない。
・一方的に代金の値引き（減額）を要求され、応じなければ、取引を停止すると言われた。
相談は「企業間取引に関する相談・紛争」であれば、どのような内容でも可能です。

　中小企業の方からの原材料・エネルギーコスト増に関する相談や消費税の転嫁等に係る取引上の相
　談をお受けしております。

下請かけこみ寺（(公財）全国中小企業振興機関協会）http://www.zenkyo.or.jp/kakekomi/
詳細は、下記までお問い合わせください。

（公財）福岡県中小企業振興センター 経営支援部 取引支援室　情報取引推進課内（下請かけこみ寺）
フリーダイヤル：０１２０―４１８―６１８
TEL：０９２―２６０―６０１７　FAX：０９２―６２４―３３００　https://www.joho-fukuoka.or.jp

　過重債務問題（債務返済・会社整理等）に関する相談があった場合、債務問題専門の弁護士を紹介
できます。

下請取引を行う県内中小企業者・個人事業者・フリーランスの皆様
※取引のあっせん、経営、技術、金融等いわゆる経営相談は対象外です。

（１）各種相談の対応
中小企業の皆様からの取引に関する様々な相談に、中小企業の企業間取引問題に関する専門家等
が親身にお話を伺い、適切な助言等を行います。
相談は「取引に関する紛争相談」であれば、まずは何でもお伺いします。また商工会議所、商工
会、福岡県中小企業団体中央会、中小企業基盤整備機構、労働基準監督署、市民相談所、消費者
センター、福岡県知財総合支援窓口等と連携して、相談に応じています。
相談内容の秘密厳守に関しましては、万全を期しておりますので、安心してご相談ください。
相談は無料です。必要に応じて相談者の近くの弁護士に無料で相談を行う事ができます。

（２）無料弁護士出張相談会の開催
振興センターでは、「下請かけこみ寺」の登録弁護士が相談会場に赴き、中小企業者及び個人
事業者の皆様からの「企業間取引に関する相談・紛争」に対し、適切な助言・アドバイスを行う
「企業間取引に関する無料弁護士出張相談会」を県内６会場で行います。
日程・会場については当振興センター（下請かけこみ寺）へご確認ください。

（３）裁判外紛争解決手続（ADR）を行っています

〈ADRのメリット〉
①紛争当事者間の和解の調停を行います。
②裁判と異なり非公開で行われるため、当事者以外には秘密が守られます。
③当事者が合意すれば、自由に調停場所、時間等を決めることができます。
④短期間で調停手続が進められます（一般的には調停を開始してから約3ヶ月程度で終了します）。
⑤調停手続の費用は無料です。

中小企業の皆様が抱える取引に係る紛争を迅速・簡便に解決するため、全都道府県に配置
した調停人（弁護士）が相談者の身近なところで調停手続（ADR）を行っています。

（４）価格交渉サポート　
取引先との価格交渉を行う際の手がかりについて、助言します。価格交渉力アップを支援
します。

相談無料　・　秘密厳守

下請かけこみ寺事業

「下請かけこみ寺」では中小企業の皆様からの企業間取引に関する様々な悩みや相談ごとに親身に対応し、
適切な助言や迅速な解決策を提示して、適正な取引のための支援を行います。

対象者

内　容

活用方法

相談事例

下請取引上の問題について、相談し解決を図っていきたい

お問い合わせ先
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